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【調査研究の概要】  

・川内原発の火山審査について、原子力規制委員会は、既存の観測で噴火予測は可能であり、核燃料搬出も間に

合うとの九電の方針を認め、保安規定の認可を下しました。ところが、規制委が設置した専門家による「検討

チーム」での議論では、既存の監視では不十分、噴火予測は困難であり、監視方法や判断基準は今後の課題と、

認可の内容とは真逆の意見が出ていました。まさに「二枚舌」審査でした。 

・川内原発１号機は、運転開始 30年までに必要な高経年化対策に関する保安規定の変更認可を受けていません

でした。主給水系配管の腐食減肉の耐震評価では、危険個所が見つかっていました。 

・高浜原発３・４号機の蒸気発生器細管の耐震評価において、関電は、基準地震動により機器にかかる応力が許

容値を超えてしまうことから、規格や基準で要求される地盤特性等のばらつきの影響考慮を切り落す評価を行

っていました。 

・私たちは、これらの３件について、政府交渉などを通じて実態を明らかにしながら調査結果をまとめ、連名を

よびかけて、行政不服審査法に基づく異議申し立てを行いました。 

・40 年超えの運転期間延長認可審査を受けている高浜原発１・２号機の蒸気発生器も、従来の手法では許容値

を超えることが明らかになっています。規制庁は実機での試験を条件に、減衰定数の緩和を容認したうえで、

認可期限に間に合わせるために、試験より先に認可を下そうとしています。法令にも反するやり方です。また、

中性子によるひび割れ（IASCC）の評価対象になっている炉心のボルトについて、全く点検していないに等し

い状況であることが明らかになっています。 

・福島第一原発の汚染水問題について、私たちは、いわきでの東京電力との交渉に参加し、状況の説明を求め、

深刻な実態を明らかにする活動を行ってきました。これらについては、柏崎刈羽原発など沸騰水型原子炉の審

査と合わせ、引き続き監視・調査活動を続けたいと思います。 

【調査研究の経過】 

・行政不服審査法に基づく異議申立書の提出及び記者会見 

 2015年7月 川内原発火山審査、8月 川内原発１号機高経年化、2016年1月 高浜原発３・４号機耐震性評価 

・パブコメのたね（パブリック・コメント応募のための一般向け解説簡易リーフレット）発表 

 2015年6月 伊方原発３号機原子炉設置変更許可、2016年3月 高浜原発１・２号機原子炉設置変更許可 

・インターネット放送ＦＦＴＶによる情報発信事例 

 2015年 6月 30日 川内原発高経年化審査終えずに再稼働？（視聴数 360） 

 2015年 8月 18日 桜島噴火の兆候で川内原発は大丈夫か？（視聴数 451） 

 2015年 8月  4日 川内原発・政府交渉／高経年化審査は違法（視聴数 386） 

 2015年 11月 24日 美浜原発３号機審査：関電新手法でも耐震性示せず（視聴数 991） 

 2016年 1月 26日 高浜原発蒸気発生器耐震評価に異議あり（視聴数 828） 
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